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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
家
事
使
用
人
」
が
労
働
基
準
法
の
適
用
外
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
家
事
使
用
人
」
が
労
働
基
準
法
の
適
用
外
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
個
人
の
家
庭
の
指
揮
命
令
の
下
で
家
事
に
従
事
し
て
い
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
労
働
が
、
雇
主
の
家
庭

内
に
お
い
て
、
雇
主
の
指
揮
命
令
の
下
で
行
わ
れ
、
雇
主
及
び
そ
の
家
族
の
私
生
活
と
密
着
し
て
い
る
点
で
、
指
揮
命
令
関

係
が
家
庭
の
外
に
あ
る
労
働
関
係
（
以
下
「
通
常
の
労
働
関
係
」
と
い
う
。
）
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
通
達
に
つ
い
て
は
、
「
個
人
家
庭
に
お
け
る
家
事
を
事
業
と
し
て
請
け
負
う
者
に
雇
わ
れ
て
、
そ
の
指
揮
命
令

の
下
に
当
該
家
事
を
行
う
者
」
が
、
「
個
人
家
庭
に
お
け
る
家
事
を
事
業
と
し
て
請
け
負
う
者
」
の
指
揮
命
令
の
下
で
労
働

に
従
事
し
て
い
る
点
で
、
通
常
の
労
働
関
係
と
異
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
百
十
六
条
第
二
項
の
家
事
使
用
人
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

こ
れ
は
、
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
労
働
関
係
と
は
異
な
っ
た
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
監

督
・
規
制
が
不
適
当
で
あ
る
等
の
趣
旨
か
ら
、
同
項
に
お
い
て
、
同
法
の
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
家
事



 

２ 

 

使
用
人
に
該
当
す
る
者
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
憲
法
の
定
め
る
「
法
の
下
の
平
等
」
に
反
す
る
の
で
は

な
い
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

労
働
基
準
法
第
百
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
事
使
用
人
に
係
る
同
法
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
五
月

に
労
働
基
準
法
研
究
会
労
働
契
約
等
法
制
部
会
に
お
い
て
「
労
働
基
準
法
研
究
会
報
告
「
今
後
の
労
働
契
約
等
法
制
の
あ
り

方
に
つ
い
て
」
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
後
、
中
央
労
働
基
準
審
議
会
就
業
規
則
等
部
会
に
お
い
て
も
同
報
告
を
踏
ま
え
た

議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

家
事
使
用
人
の
労
働
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
調
査
の
開
始
及
び
取
り
ま
と
め
の
時
期
、
対
象
者
、

項
目
、
手
段
、
手
法
等
に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
労
働
関
係
と
異
な
っ
た
特
徴
を
有
す
る
も
の

で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
監
督
・
規
制
が
不
適
当
で
あ
る
等
の
趣
旨
か
ら
、
労
働
基
準
法
の
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、



 

３ 

 

同
法
第
百
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
家
事
使
用
人
の
労
働
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
慎
重
な
検

討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

国
際
労
働
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
八
十
九
号
条
約
に
つ
い
て
は
、
国

内
法
制
等
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
批
准
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。 


